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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

添付資料１ 

 

廃止措置の方法，工程及び安全対策（概要） 

 

1. 廃止措置の方法  

1.1 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地 

核燃料サイクル工学研究所の再処理施設（以下「再処理施設」という。）の敷地

は，茨城県那珂郡東海村の南東端の平坦地に位置し，東側は太平洋に面しており，

その敷地面積は約 15万平方メートルで，敷地はほぼ台形状の部分とその南側にの

びる帯状の部分とからなっている。 

廃止措置対象施設の範囲は，再処理の事業の指定があったものとみなされた再

処理施設全施設である。主要な廃止措置対象施設を表 1，再処理施設の敷地及び廃

止措置対象施設の配置を図 1に示す。再処理施設全施設の管理区域解除を目指し，

管理区域を解除した建家は，利活用について検討する。 

 

1.2 廃止措置の基本方針 

1.2.1 廃止措置の進め方 

(1)～(3)略 

(4)他の施設は，廃棄物の処理フロー（図 2（各施設間の主要な放射性廃棄物の流

れ）参照）等を考慮し，原則として高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)，高放射

性廃液貯蔵場(HAW)，ガラス固化技術開発施設(TVF)等の高線量系の施設から段

階的に除染・解体に着手し，順次低線量系の放射性廃棄物を取り扱う施設の廃

止を進め，全施設の管理区域解除を目指す。 

(5)，(6) 略 

 

1.2.2 関係法令等の遵守 

略 

 

1.2.3 放射線管理に関する方針 

略 

一方，放出の基準を定める間の当面の放出管理として，クリプトン-85，トリチ

ウムについては，これまでの放出実績等から表 2-1，表 2-2 に示す放出管理目標

値を定め，これを再処理施設保安規定にて管理する。また，工程洗浄に係る廃止

措置計画の変更時においても工程洗浄に伴う放出管理目標値を定め，これを再処

理施設保安規定にて管理する。 

 

1.2.4 放射性廃棄物に関する方針 

略 

 

添付資料１ 

 

廃止措置の方法，工程及び安全対策（概要） 

 

1. 廃止措置の方法  

1.1 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地 

核燃料サイクル工学研究所の再処理施設（以下「再処理施設」という。）の敷地

は，茨城県那珂郡東海村の南東端の平坦地に位置し，東側は太平洋に面しており，

その敷地面積は約 15万平方メートルで，敷地はほぼ台形状の部分とその南側にの

びる帯状の部分とからなっている。 

廃止措置対象施設の範囲は，再処理の事業の指定があったものとみなされた再

処理施設全施設である。主要な廃止措置対象施設を表 1-1，再処理施設の敷地及び

廃止措置対象施設の配置を図 1-1 に示す。再処理施設全施設の管理区域解除を目

指し，管理区域を解除した建家は，利活用について検討する。 

 

1.2 廃止措置の基本方針 

1.2.1 廃止措置の進め方 

(1)～(3)変更なし  

(4)他の施設は，廃棄物の処理フロー（添付資料２：図 2-1（各施設間の主要な放

射性廃棄物の流れ）参照）等を考慮し，原則として高放射性固体廃棄物貯蔵庫

(HASWS)，高放射性廃液貯蔵場(HAW)，ガラス固化技術開発施設(TVF)等の高線量

系の施設から段階的に除染・解体に着手し，順次低線量系の放射性廃棄物を取

り扱う施設の廃止を進め，全施設の管理区域解除を目指す。 

(5)，(6) 変更なし 

 

1.2.2 関係法令等の遵守 

変更なし 

 

1.2.3 放射線管理に関する方針 

変更なし 

一方，放出の基準を定める間の当面の放出管理として，クリプトン-85，トリチ

ウムについては，これまでの放出実績等から表 1-2-1，表 1-2-2 に示す放出管理

目標値を定め，これを再処理施設保安規定にて管理する。また，工程洗浄に係る

廃止措置計画の変更時においても工程洗浄に伴う放出管理目標値を定め，これを

再処理施設保安規定にて管理する。 

 

1.2.4 放射性廃棄物に関する方針 

変更なし 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

1.3 廃止措置の実施区分 

略 

廃止措置は，基本的に①解体準備期間，②機器解体期間及び③管理区域解除期間

に区分し，建家ごとにこの順序で実施する。廃止措置の基本的なステップを表 3に

示す。 

略 

 

1.3.1解体準備期間 

略 

 

1.3.2機器解体期間 

略 

 

1.3.3管理区域解除期間 

略 

 

1.4リスク低減の取組 

1.4.1高放射性廃液を貯蔵している高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全確保 

略 

 

1.4.2高放射性廃液のガラス固化技術開発施設(TVF)におけるガラス固化 

略 

 

1.4.3高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)の貯蔵状態の改善 

略 

 

1.4.4 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)における低放射性廃液のセメント固

化 

略 

 

1.5 使用しない設備の措置 

略 

 

1.6 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの

方法 

1.6.1使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

再処理施設における使用済燃料及び核燃料物質（分析又は校正に用いる核燃料

物質を除く。）の存在場所ごとの種類及び数量を表 4 に示す。今後，廃止措置対

象施設には，分析又は校正に用いる核燃料物質を除き，新たに使用済燃料及び核

1.3 廃止措置の実施区分 

変更なし 

廃止措置は，基本的に①解体準備期間，②機器解体期間及び③管理区域解除期間

に区分し，建家ごとにこの順序で実施する。廃止措置の基本的なステップを表 1-

3に示す。 

変更なし 

 

1.3.1解体準備期間 

変更なし 

 

1.3.2機器解体期間 

変更なし 

 

1.3.3管理区域解除期間 

変更なし 

 

1.4リスク低減の取組 

1.4.1高放射性廃液を貯蔵している高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全確保 

変更なし 

 

1.4.2高放射性廃液のガラス固化技術開発施設(TVF)におけるガラス固化 

変更なし 

 

1.4.3高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)の貯蔵状態の改善 

変更なし 

 

1.4.4 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)における低放射性廃液のセメント固

化 

変更なし 

 

1.5 使用しない設備の措置 

変更なし 

 

1.6 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの

方法 

1.6.1使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

再処理施設における使用済燃料及び核燃料物質（分析又は校正に用いる核燃料

物質を除く。）の存在場所ごとの種類及び数量を表 1-4 に示す。今後，廃止措置

対象施設には，分析又は校正に用いる核燃料物質を除き，新たに使用済燃料及び
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

燃料物質を持ち込まない。 

 

1.6.2 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理 

略 

 

1.6.3 核燃料物質の譲渡し 

略 

 

1.7 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去 

1.7.1 廃止措置対象施設の汚染の特徴 

略 

 

1.7.2解体準備期間における除染 

略 

 

1.7.3機器解体期間における除染 

略 

 

1.7.4管理区域解除期間における除染 

略 

 

2. 廃止措置の工程 

2.1廃止の工程の全体像 

再処理施設の廃止措置は，原子炉等規制法に基づく本廃止措置計画の認可以降，

この廃止措置計画に基づき実施する。再処理施設の廃止措置工程を表 5-1に示す。 

略 

 

今後も継続して放射性廃棄物を取り扱う施設では，廃棄物処理を着実に進め，

廃棄物の処理フロー（図 2 参照）等を考慮した上で，所期の目的を完了した施設

から順に除染・解体に着手する。 

略 

 

2.2当面の実施工程 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策に関する工程を表 5-2 に，工程洗浄に

関する工程を表 5-3に，ガラス固化処理に関する工程を表 5-4に示す。 

 

2.3廃止措置の工程の管理 

略 

 

核燃料物質を持ち込まない。 

 

1.6.2 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理 

変更なし 

 

1.6.3 核燃料物質の譲渡し 

変更なし 

 

1.7 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去 

1.7.1 廃止措置対象施設の汚染の特徴 

変更なし 

 

1.7.2解体準備期間における除染 

変更なし 

 

1.7.3機器解体期間における除染 

変更なし 

 

1.7.4管理区域解除期間における除染 

変更なし 

 

2. 廃止措置の工程 

2.1廃止の工程の全体像 

再処理施設の廃止措置は，原子炉等規制法に基づく本廃止措置計画の認可以降，

この廃止措置計画に基づき実施する。再処理施設の廃止措置工程を表 1-5-1 に示

す。 

変更なし 

今後も継続して放射性廃棄物を取り扱う施設では，廃棄物処理を着実に進め，

廃棄物の処理フロー（添付資料２：図 2-1参照）等を考慮した上で，所期の目的を

完了した施設から順に除染・解体に着手する。 

変更なし 

 

2.2当面の実施工程 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策に関する工程を表 1-5-2 に，工程洗浄

に関する工程を表 1-5-3に，ガラス固化処理に関する工程を表 1-5-4に示す。 

 

2.3廃止措置の工程の管理 

変更なし 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

3. 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

3.1 せん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置 

略 

 

3.2 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

回収可能核燃料物質の存在場所ごとの保有量を表 6 に示す。これら回収可能核

燃料物質を再処理設備本体等から取り出すため，工程洗浄を実施する。 

略 

 

4. 特定廃液の固型化その他の処理を行う方法及び時期 

放射性液体廃棄物のうち，廃棄物の種類ごとにおいて，再処理施設全施設の合計

の放射能量が 3.7 TBq以上のものを特定廃液として取り扱う。具体的には，高放射

性廃液，低放射性濃縮廃液を特定廃液とする（表 8参照）。それらの処理を行う方法

及び時期について以下に示す。 

 

4.1 高放射性廃液 

4.1.1処理を行う方法 

表 8 に示す高放射性廃液は，高放射性廃液貯蔵場(HAW)の高放射性廃液貯槽か

らガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟の受入槽に受け入れ，必要に応じて組成

調整や濃縮を行ったのち溶融炉へ送りガラス原料とともに溶融し，ガラス固化体

容器に注入し固化する。注入後，蓋を溶接し保管する。 

略 

 

4.1.2処理を行う時期 

略 

 

4.1.3工程の管理 

略 

 

4.2 低放射性濃縮廃液 

4.2.1処理を行う方法 

略 

 

4.2.2処理を行う時期 

略 

 

5. 安全対策 

5.1 各施設の安全対策 

5.1.1 廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設（性能維持施設） 

3. 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

3.1 せん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置 

変更なし 

 

3.2 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

回収可能核燃料物質の存在場所ごとの保有量を表 1-6 に示す。これら回収可能

核燃料物質を再処理設備本体等から取り出すため，工程洗浄を実施する。 

変更なし 

 

4. 特定廃液の固型化その他の処理を行う方法及び時期 

放射性液体廃棄物のうち，廃棄物の種類ごとにおいて，再処理施設全施設の合計

の放射能量が 3.7 TBq以上のものを特定廃液として取り扱う。具体的には，高放射

性廃液，低放射性濃縮廃液を特定廃液とする（添付資料２：表 2-1参照）。それらの

処理を行う方法及び時期について以下に示す。 

 

4.1 高放射性廃液 

4.1.1処理を行う方法 

表 2-1（添付資料２）に示す高放射性廃液は，高放射性廃液貯蔵場(HAW)の高放

射性廃液貯槽からガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟の受入槽に受け入れ，必

要に応じて組成調整や濃縮を行ったのち溶融炉へ送りガラス原料とともに溶融

し，ガラス固化体容器に注入し固化する。注入後，蓋を溶接し保管する。 

変更なし 

 

4.1.2処理を行う時期 

変更なし 

 

4.1.3工程の管理 

変更なし 

 

4.2 低放射性濃縮廃液 

4.2.1処理を行う方法 

変更なし 

 

4.2.2処理を行う時期 

変更なし 

 

5. 安全対策 

5.1 各施設の安全対策 

5.1.1 廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設（性能維持施設） 
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〇表番号の見直し（添付資料２

の表である旨を明記） 

 

 

 

〇表番号の見直し（添付資料２

の表である旨を明記） 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

再処理施設は，廃止措置期間中においても使用済燃料の貯蔵，放射性廃棄物の

処理・貯蔵，核燃料物質の保管を継続して行う必要がある。これらの施設につい

ては当面の間，再処理運転時と同様に性能を維持する必要があることから，表 7

に示す再処理運転時の施設定期自主検査の対象としていた設備及び緊急安全対

策等として整備した設備，また，これらを含む系統を性能維持施設とし，詳細な

設備については平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変更申請を

行う。また，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の詳細内容については，遅

くとも平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行うこととし

ており，これらの安全対策で整備する設備についても性能維持施設とし，逐次廃

止措置計画に反映する。 

略 

 

5.1.2 性能維持施設の安全対策 

各施設の今後の使用計画を踏まえた上で，施設が保有する放射性物質によるリ

スクに応じて安全上の重要度を見直し，その安全上の重要度に応じて，再処理維

持基準規則を踏まえた必要な安全対策を行う。 

安全対策については，廃止に向かう限られた期間の中で使用を継続する施設で

あることを踏まえ，恒設設備のみならず可搬型設備による代替策も視野に入れ，

より実効性のある対策を選定するものとする。 

各施設の安全上の重要度は，取り扱う放射性物質の種類や量を踏まえ，安全機

能の喪失による周辺公衆の被ばく影響を考慮し見直しを行う。その際には，可搬

型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を考慮するものとする。 

見直した重要度に応じて耐震性の確保や外部事象からの防護等，必要な安全対

策を行う。可搬型設備等による代替策については，地震・津波等により複数の対

策が同時に機能喪失することのないよう，配備数や分散配置を考慮するととも

に，代替策の機能が正常に機能していることを確認するための監視を行うことに

より，信頼性を向上させる。 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の設計を施設の現況等に照らし進め

ている段階であり，平成 29 年度末までの設計内容を踏まえて対策の可否を判断

するとともに，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実施範囲(既存設備へ

の影響やガラス固化処理への影響等を踏まえ，恒設設備による安全対策が実施可

能な範囲)及び実施内容を整理し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。そ

の内容を踏まえて詳細設計を進め，安全対策の詳細内容については，遅くとも平

成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。その際，再処理

維持基準規則により難い特別な事情があり，再処理維持基準規則を踏まえた安全

対策を実施できない場合については，必要に応じて可搬型設備等の代替策も視野

に入れ，安全機能の維持や回復を検討するとともに，その事情を明確にする。ま

た，再処理維持基準規則を踏まえた安全性向上対策のうち，実施可能なものにつ

いては，自主的に対策を進め，実施した対策については，逐次廃止措置計画に反

再処理施設は，廃止措置期間中においても使用済燃料の貯蔵，放射性廃棄物の

処理・貯蔵，核燃料物質の保管を継続して行う必要がある。これらの施設につい

ては当面の間，再処理運転時と同様に性能を維持する必要があることから，表 1-

7に示す再処理運転時の施設定期自主検査の対象としていた設備及び緊急安全対

策等として整備した設備，また，これらを含む系統を性能維持施設とし，詳細な

設備については平成 29 年度末までに定め，その後，廃止措置計画の変更申請を

行う。また，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の詳細内容については，遅

くとも平成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行うこととし

ており，これらの安全対策で整備する設備についても性能維持施設とし，逐次廃

止措置計画に反映する。 

変更なし 

 

5.1.2 性能維持施設の安全対策 

各施設の今後の使用計画を踏まえた上で，施設が保有する放射性物質によるリ

スクに応じて安全上の重要度を見直し，その安全上の重要度に応じて，再処理維

持基準規則を踏まえた必要な安全対策を行う。 

安全対策については，廃止に向かう限られた期間の中で使用を継続する施設で

あることを踏まえ，恒設設備のみならず可搬型設備による代替策も視野に入れ，

より実効性のある対策を選定するものとする。 

各施設の安全上の重要度は，取り扱う放射性物質の種類や量を踏まえ，安全機

能の喪失による周辺公衆の被ばく影響を考慮し見直しを行う。その際には，可搬

型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を考慮するものとする。 

見直した重要度に応じて耐震性の確保や外部事象からの防護等，必要な安全対

策を行う。可搬型設備等による代替策については，地震・津波等により複数の対

策が同時に機能喪失することのないよう，配備数や分散配置を考慮するととも

に，代替策の機能が正常に機能していることを確認するための監視を行うことに

より，信頼性を向上させる。 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の設計を施設の現況等に照らし進め

ている段階であり，平成 29 年度末までの設計内容を踏まえて対策の可否を判断

するとともに，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実施範囲(既存設備へ

の影響やガラス固化処理への影響等を踏まえ，恒設設備による安全対策が実施可

能な範囲)及び実施内容を整理し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。そ

の内容を踏まえて詳細設計を進め，安全対策の詳細内容については，遅くとも平

成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。その際，再処理

維持基準規則により難い特別な事情があり，再処理維持基準規則を踏まえた安全

対策を実施できない場合については，必要に応じて可搬型設備等の代替策も視野

に入れ，安全機能の維持や回復を検討するとともに，その事情を明確にする。ま

た，再処理維持基準規則を踏まえた安全性向上対策のうち，実施可能なものにつ

いては，自主的に対策を進め，実施した対策については，逐次廃止措置計画に反

 

 

〇表番号の見直し 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映する。 

安全対策の検討に用いる基準地震動，基準津波，設計竜巻，火山事象について，

以下のとおり定めた。 

 

(1)基準地震動の策定 

「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」（平成 25年

6 月 19 日 原管地発第 1306191 号 原子力規制委員会決定）及び「基準地震動

及び耐震設計方針に係る審査ガイド」（平成 25年 6月 19日 原管地発第 1306192

号 原子力規制委員会決定）に基づき基準地震動を策定する。 

基準地震動の策定に当たり実施する地質・地質構造評価については，隣接す

る原子力科学研究所の JRR-3原子炉施設での敷地周辺及び敷地近傍の地質・地

質構造評価を参照する。 

基準地震動の策定に当たり選定する敷地に大きな影響を及ぼすと予想され

る地震及び地震動については，JRR-3 原子炉施設における地震動評価のうち敷

地周辺で想定される検討用地震を参照し，以下に示す地震学的見地から想定す

ることが適切な地震及び地震動を考慮している。 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

・ Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震 

・ 2011 年東北地方太平洋沖型地震 

・ 茨城県南部の地震 

「震源を特定せず策定する地震動」 

・ 加藤ほか（2004）による応答スペクトル 

・ 2004 年北海道留萌支庁南部の地震 

以上を踏まえ，再処理施設における「敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について，不確かさを考慮した

地震動評価を行い，基準地震動 Ss を策定した。 

地質・地質構造評価及び基準地震動の策定について別紙 4 に示す。 

 

(2)基準津波の策定 

「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」（平成 25年 6月 19日 原

管地発第 1306193号 原子力規制委員会決定）に基づき基準津波を策定する。 

基準津波の策定に当たり選定する敷地に最も影響を及ぼす波源については，

隣接する原子力科学研究所の JRR-3 原子炉施設での津波評価を参照し，以下に

示す地震学的見地から想定することが適切な波源を考慮している。 

・2011 年東北地方太平洋沖型地震津波 

・茨城県沖から房総沖に想定する津波 

・海洋プレート内地震 

・海域の活断層による地殻内地震 

・陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊 

 

〇安全対策検討用の 4 項目を

策定した旨を追記 

 

〇基準地震動の策定結果を追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基準地震動の策定に係る詳

細は，別紙 4に示す旨を記載 

〇基準津波の策定結果を追加 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

略 

 

5.2 廃止措置における安全対策 

略 

 

5.2.1放射性物質の漏えい及び拡散防止対策 

略 

・火山現象 

以上を踏まえ，再処理施設に最も影響を与える津波波源を想定し，不確かさ

を考慮した津波評価を行い，基準津波を策定した。 

基準津波の策定について別紙 5 に示す。 

 

(3)設計竜巻の設定 

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(平成 26 年 9 月 17 日原規技発第

1409172号原子力規制委員会決定)に基づき，再処理施設の敷地で想定される基

準竜巻・設計竜巻及びそれらから導かれる設計荷重に対して，防護措置その他

の適切な措置を行う。 

竜巻に対する防護措置を行うための設計竜巻の最大風速は，100 m/sとした。

設計竜巻の設定等について別紙 6に示す。 

設計荷重は設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来物

が施設に衝突する際の衝撃荷重等を適切に組み合わせた荷重を設定する。設定

する設計飛来物は鋼製材（長さ 4.2 m×幅 0.3 m×高さ 0.2 m，質量 135 kg，

飛来時の水平速度 51 m/s，飛来時の鉛直速度 34 m/s）とし，設計飛来物より

運動エネルギ又は貫通力が大きなものに対し，施設からの離隔又は固縛等の適

切な措置を行うよう検討する。 

 

(4)火山事象の想定 

「原子力発電所の火山影響評価ガイド」(平成 25 年 6 月 19 日原規技発第

13061910号原子力規制委員会決定)に基づき影響を評価する。 

想定する火山事象について別紙 7に示す。 

再処理施設への火山影響を評価するため，再処理施設に影響を及ぼし得る火

山事象として設定した層厚 50 cm，粒径 8.0 mm以下，密度 0.3 g/cm3（乾燥状

態）～1.5 g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物に対し，防護措置その他適切な措置

を行うよう検討する。 

安全上重要な施設は，想定される火山事象が発生した場合においても安全機

能を損なわないものとし，火山影響評価を踏まえて，防護措置その他の適切な

措置を行うよう検討する。 

 

5.1.3 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

変更なし 

 

5.2 廃止措置における安全対策 

変更なし 

 

5.2.1放射性物質の漏えい及び拡散防止対策 

変更なし 

 

 

 

〇基準津波の策定に係る詳細

は，別紙 5に示す旨を記載 

〇設計竜巻の設定結果を追加 

 

 

 

 

 

〇設計竜巻の設定に係る詳細

は，別紙 6に示す旨を記載 

 

 

 

 

 

 

〇火山事象の想定結果を追加 

 

 

〇火山事象の想定に係る詳細

は，別紙 7に示す旨を記載 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

5.2.2放射線業務従事者の被ばく低減対策 

略 

 

5.2.3事故防止対策 

略 

 

5.2.4労働災害防止対策 

略 

 

5.2.5廃止措置のために導入する装置の安全設計 

略 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2放射線業務従事者の被ばく低減対策 

変更なし 

 

5.2.3事故防止対策 

変更なし 

 

5.2.4労働災害防止対策 

変更なし 

 

5.2.5廃止措置のために導入する装置の安全設計 

変更なし 

 

以 上 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

表 1 主要な廃止措置対象施設（１／１６）～（１６／１６） 

表 略 

 

 

表 2-1 放射性気体廃棄物の放出管理目標値 

（主排気筒，第一付属排気筒及び第二付属排気筒の合計） 

表 略 

 

 

表 2-2 処理済廃液の放出管理目標値 

表 略 

 

 

表 3 廃止措置の基本的なステップ 

表 略 

 

 

表 4 使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

表 略 

 

 

表 5-1 廃止措置工程表 

表 略 

 

 

表 5-2 再処理維持基準規則を踏まえた主な安全対策に関する工程 

表 略 

 

表 5-3 工程洗浄に関する工程 

表 略 

 

 

表 5-4 ガラス固化処理に関する工程 

表 略 

 

 

表 6 回収可能核燃料物質の存在場所ごとの保有量 

表 略 

 

表 1-1 主要な廃止措置対象施設（１／１６）～（１６／１６） 

表 変更なし 

 

 

表 1-2-1 放射性気体廃棄物の放出管理目標値 

（主排気筒，第一付属排気筒及び第二付属排気筒の合計） 

表 変更なし 

 

 

表 1-2-2 処理済廃液の放出管理目標値 

表 変更なし 

 

 

表 1-3 廃止措置の基本的なステップ 

表 変更なし 

 

 

表 1-4 使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

表 変更なし 

 

 

表 1-5-1 廃止措置工程表 

 

表 変更なし 

 

表 1-5-2 再処理維持基準規則を踏まえた主な安全対策に関する工程 

表 変更なし 

 

表 1-5-3 工程洗浄に関する工程 

表 変更なし 

 

 

表 1-5-4 ガラス固化処理に関する工程 

表 変更なし 

 

 

表 1-6 回収可能核燃料物質の存在場所ごとの保有量 

表 変更なし 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

表 7 性能維持施設設（１／１７）～（１７／１７） 

表 略 

 

 

図 略 

図 1 再処理施設の敷地及び廃止措置対象施設の配置 

 

 

 

別紙 1 

 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全上重要な施設の多重化 

略 

 

 

 

別紙 2 

 

高放射性固体廃棄物の取出しが完了するまでの安全対策 

略 

 

 

 

別紙 3 

 

低放射性濃縮廃液及び廃溶媒に係るリスク評価 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-7 性能維持施設設（１／１７）～（１７／１７） 

表 変更なし 

 

 

図 変更なし 

図 1-1 再処理施設の敷地及び廃止措置対象施設の配置 

 

 

 

別紙 1 

 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全上重要な施設の多重化 

変更なし 

 

 

 

別紙 2 

 

高放射性固体廃棄物の取出しが完了するまでの安全対策 

変更なし 

 

 

 

別紙 3 

 

低放射性濃縮廃液及び廃溶媒に係るリスク評価 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

 

〇図番号の見直し 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 4(1/4) 

 

 
 

〇基準地震動の策定に係る詳

細を追加 
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・

地
質

構
造

に
関

す
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調

査
の

結
果
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下

記
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断
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を

震
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と
し

て
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す
る
活
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と
し
て
評
価
し
た
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・
 
敷

地
近

傍
（
敷

地
を

中
心

と
す

る
半

径
約
５

ｋ
ｍ

の
範

囲
）

に
お

い
て

, 
震

源
と

し
て

考
慮
す
る
活
断
層
は
認
め
ら
れ
な
い
。

 
                   

№
 

断
層
名

 
評

価
長

さ
（
km

） 

1
 

関
谷
断
層

 
4
0
 

 

2
 

深
谷
断
層
帯
・
綾
瀬
川
断
層

 
1
0
3 

 

3
 

Ｆ
３
断
層
～
Ｆ
４
断

層
の
同
時
活
動

 
1
6
 

 

4
 

関
口
－
米
平
リ
ニ
ア
メ
ン
ト

 
6
 

 

5
 

竪
破
山
リ
ニ
ア
メ
ン
ト

 
4
 

 

6
 

宮
田
町
リ
ニ
ア
メ
ン
ト

 
1
 

 

7
 

吾
国
山
断
層

 
6
 

 

8
 

Ｆ
８
断
層

 
2
6
 

 

9
 

Ｆ
１
６
断
層

 
2
6
 

 

1
0 

Ａ
－
１
背
斜

 
1
9
 

 

1
1 

棚
倉

破
砕

帯
西

縁
断

層
（
の

一
部

）
～

棚
倉

破

砕
帯
東
縁
付
近
の
推
定
活
断
層
の
同
時
活
動

 
4
2
 

 

1
2 

Ｆ
１
断

層
～

北
方

陸
域

の
断

層
～

塩
ノ
平

地
震

断
層
の
同
時
活
動

 
5
8
 

 

1
3 

F
１
１
断
層

 
5
 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

 12/19 

変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 4(2/4) 

 

 
 

〇基準地震動の策定に係る詳

細を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
. 

 
基
準

地
震

動
評

価
 

①
 
検

討
用

地
震

動
 

・
 
敷

地
ご
と

に
震

源
を

特
定

し
て

策
定
す

る
地

震
動

に
つ

い
て

は
, 
活

断
層
調

査
結

果
や
地

震

発
生

状
況

等
を

考
慮

し
, 
内

陸
地

殻
内

地
震

, 
プ

レ
ー

ト
間

地
震

, 
海

洋
プ

レ
ー

ト
内

地
震

ご
と

に
検

討
用

地
震

動
を

選
定

し
た
。

 
・

 
震

源
を
特

定
せ

ず
策

定
す

る
地

震
動
に

つ
い

て
は

, 
加

藤
ほ

か
（

20
04

）
に

基
づ

き
設
定

し

た
応

答
ス

ペ
ク

ト
ル

及
び

20
04

年
北

海
道

留
萌

支
庁
南
部
地

震
を
検

討
し

た
。

 
  

             
 

地
震

発
生

様
式

 
検

討
用
地

震
 

敷
地

ご
と
に
震

源
を
特

定
し

て
策

定
す
る
地
震
動

 

内
陸

地
殻

内
地

震
 

F
1
断

層
～
北

方
陸

域
の

断

層
～

塩
ノ
平

地
震

断
層

に

よ
る
地
震

（
M

7.
8
） 

プ
レ
ー
ト
間

地
震

 
2
0
1
1 

年
東

北
地

方
太

平

洋
沖

型
地

震
(M

w
9.

0
) 

海
洋
プ
レ
ー
ト
内

地
震

 
茨

城
県

南
部

の
地

震

(M
7
.3

) 

震
源

を
特

定
せ

ず
策

定
す

る
地

震
動

 

・
加

藤
ほ

か
（
2
0
0
4
）
に
基

づ
き
設

定
し
た
応

答
ス
ペ
ク

ト
ル

 
・
2
0
0
4
年

北
海

道
留

萌
支

庁
南

部
地
震

の
検

討
結

果

に
保
守

性
を
考

慮
し
た
地
震

動
 

14
0˚
00
'
14
0˚
30
'
14
1˚
00
'
14
1˚
30
'
14
2˚
00
'
14
2˚
30
'
14
3˚
00
'
14
3˚
30
'
14
4˚
00
'
14
4˚
30
'
14
5˚
00
'

35
˚0
0'

35
˚3
0'

36
˚0
0'

36
˚3
0'

37
˚0
0'

37
˚3
0'

38
˚0
0'

38
˚3
0'

39
˚0
0'

39
˚3
0'

40
˚0
0'

40
˚3
0'

41
˚0
0'

0
10

0
20

0

km

14
1˚
00
'

D
=6

0 
km

D
=5

0 
km D
=4

0 
km

D
=3

0 
km

D
=1

0 
km

D
=2

0 
km

東
海

再
処

理
施

設
 

F
1

断
層

～
北

方
陸

域
の

断
層

～

塩
ノ
平

地
震

断
層

に
よ
る
地

震
 

震
源

を
特

定
せ

ず
策

定
す
る
地

震
動

 

2
0
11

 
年

東
北

地
方

太
平

洋
沖

型
地

震
 

茨
城

県
南

部
の

地
震
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 4(3/4) 

 

 
 

〇基準地震動の策定に係る詳

細を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
 
基

準
地

震
動

S
s 

 
基

準
地
震
動

S
s（

N
S
成

分
）

 
 

基
準

地
震
動

S
s（

E
W
成

分
）

 
 

基
準

地
震
動

S
s（

U
D
成

分
）
 

基
準

地
震

動
 

最
大

加
速

度
(c

m
/s

2
) 

N
S
成

分
 

E
W
成
分

 
U

D
成

分
 

S
s-

D
 

応
答

ス
ペ
ク
ト
ル

に
よ
る
基

準
地

震
動

 
8
0
0 

5
8
0 

S
s-

1 
F
1
断

層
～

北
方

陸
域

の
断

層
～

塩
ノ
平

地
震

断
層

に
よ
る
地
震

（
短
周

期
の

不
確

か
、
破

壊
開

始
点

3
） 

6
1
7 

4
5
1 

4
0
1 

S
s-

2 
2
0
1
1
年

東
北

地
方

太
平

洋
沖
型

地
震
（S

M
G

A
位

置
と
短

周
期

レ
ベ
ル

の
不

確
か

さ
の
重

畳
）
 

9
5
2 

9
1
1 

5
7
0 

 

0.
01

0.
02

0.
05

0.
1

0.
2

0.
5

1
2

5
10

0.
1

0.
2

0.
5125

102050

10
0

20
0

50
0

10
00

5010
0

20
0

50
0

10
00

20
00

(c
m

/s
 )

2

0.
01

0.
1

1
10

(c
m
)

周
  
期

(s
)

速  度  
(c

m
/
s
)

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[p

S
v
9
0
]新

・
基

準
地

震
動

S
s
-
D

H
（
8
0
0
）
.w

a
z

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[S

a
9
0
]F

1
～

塩
ノ

平
5
8
k
m

2
S
e
g
3
-
1
8
k
m

2
5
k
m

メ
ッ

シ
ュ

＿
h
y
b
短

周
期

レ
ベ

ル
⑤

N
S
.w

a
z

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[S

a
9
0
]M

w
9
ク

ラ
ス

地
震

＿
ア

ス
ペ

リ
テ

ィ
＋

短
周

期
レ

ベ
ル

①
N

S
.w

a
z

(h
=0

.0
5)

0.
01

0.
02

0.
05

0.
1

0.
2

0.
5

1
2

5
10

0.
1

0.
2

0.
5125

102050

10
0

20
0

50
0

10
00

5010
0

20
0

50
0

10
00

20
00

(c
m

/s
 )

2

0.
01

0.
1

1
10

(c
m
)

周
  
期

(s
)

速  度  
(c

m
/
s
)

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[p

S
v
9
0
]新

・
基

準
地

震
動

S
s
-
D

H
（
8
0
0
）
.w

a
z

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[S

a
9
0
]F

1
～

塩
ノ

平
5
8
k
m

2
S
e
g
3
-
1
8
k
m

2
5
k
m

メ
ッ

シ
ュ

＿
h
y
b
短

周
期

レ
ベ

ル
⑤

E
W

.w
a
z

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[S

a
9
0
]M

w
9
ク

ラ
ス

地
震

＿
ア

ス
ペ

リ
テ

ィ
＋

短
周

期
レ

ベ
ル

①
E
W

.w
a
z

(h
=0

.0
5)

0.
01

0.
02

0.
05

0.
1

0.
2

0.
5

1
2

5
10

0.
1

0.
2

0.
5125

102050

10
0

20
0

50
0

10
00

5010
0

20
0

50
0

10
00

20
00

(c
m

/s
 )

2

0.
01

0.
1

1
10

(c
m
)

周
  
期

(s
)

速  度  
(c

m
/
s
)

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[p

S
v
9
0
]新

・
基

準
地

震
動

S
s
-
D

V
（
5
8
0
）
.w

a
z

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[S

a
9
0
]F

1
～

塩
ノ

平
5
8
k
m

2
S
e
g
3
-
1
8
k
m

2
5
k
m

メ
ッ

シ
ュ

＿
h
y
b
短

周
期

レ
ベ

ル
⑤

U
D

.w
a
z

【
サ

イ
ク

ル
研

】
[S

a
9
0
]M

w
9
ク

ラ
ス

地
震

＿
ア

ス
ペ

リ
テ

ィ
＋

短
周

期
レ

ベ
ル

①
U

D
.w

a
z

(h
=0

.0
5)
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 4(4/4) 

 

 

 

〇基準地震動の策定に係る詳

細を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③
 
基
準
地
震
動
の
時
刻
歴
波
形

 

基
準
地
震
動

 
S
s-

D
 
応
答
ス
ペ
ク
ト
ル
に
よ
る
基
準
地
震
動

 

 
（
水
平
成
分
）

 
 

（
鉛
直
成
分
）
 

 基
準
地
震
動

S
s-

1
 

 
F
1
断
層
～
北
方
陸
域
の
断
層
～
塩
ノ
平
地
震
断
層
に
よ
る
地
震

 

 
（

NS
成
分
）
 

 
（

EW
成
分
）

 

 
（

UD
成
分
）
 

 基
準
地
震
動

S
s-

2
 

2
01

1
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
型
地
震

  
（

NS
成
分
）
 

 
（

EW
成
分
）

 

 
（

UD
成
分
）
 

 

0
50

10
0

15
0

20
0

-1
00
0

-5
00

0

50
0

10
00

時
間

(
s
)

加速度(cm/s
2
)

80
0

0
50

10
0

15
0

20
0

-1
00
0

-5
00

0

50
0

10
00

時
間

(
s
)

加速度(cm/s
2
)

58
0

0
50

10
0

15
0

20
0

-1
00
0

-5
00

0

50
0

10
00

時
間

(
s
)

加速度(cm/s
2
)

61
7

0
50

10
0

15
0

20
0

-1
00
0

-5
00

0

50
0

10
00

時
間

(
s
)

加速度(cm/s
2
)

45
1

0
50

10
0

15
0

20
0

-1
00
0

-5
00

0

50
0

10
00

時
間

(
s
)

加速度(cm/s
2
)

40
1

0
50

10
0

15
0

20
0

-1
00
0

-5
00

0

50
0

10
00

時
間

(
s
)

加速度(cm/s
2
)

95
2

0
50

10
0

15
0

20
0

-1
00
0

-5
00

0

50
0

10
00

時
間

(
s
)

加速度(cm/s
2
)

91
1

0
50

10
0

15
0

20
0

-1
00
0

-5
00

0

50
0

10
00

時
間

(
s
)

加速度(cm/s
2
)

57
0
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 5 

 

 
 

〇基準津波の策定に係る詳細

を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津
波

評
価

 

 1
. 

敷
地
に
最
も
影
響
を
及
ぼ
す
波
源

 

基
準
津
波
の

策
定
に
当
た
り

，
 
選
定
す
る
敷
地
に

最
も

影
響

を
及

ぼ
す

波
源

に
つ

い
て

は
, 

最
新

の
知

見
を

踏
ま

え
,
 
地
震
学
的
見
地
か
ら
想
定
す
る
こ
と
が
適
切
な
波

源
を

選
定
す
る
。
津
波
発
生
要
因
と
し
て
は
以
下
の
要
因
を
検

討
し
た
。
 

 
・
2
0
11

年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
型
地
震
津
波
 

 
・
茨

城
県
沖
か
ら
房
総
沖
に
想
定
す
る
津
波
 

 
・
海

洋
プ
レ
ー
ト
内
地
震
 

 
・
海

域
の
活
断
層
に
よ
る
地
殻
内
地
震
 

 
・
陸

上
及
び
海
底
で
の
地
す
べ
り
並
び
に
斜

面
崩

壊
 

 
・
火

山
現
象
 

波
源
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は

, 
近
隣
の
原
子
力
科
学
研
究
所
(
J
R
R-
3
)で

の
津
波

評
価

を
参

照
し
,
 
茨
城
県
沖
か
ら

房
総
沖
に
想
定
す
る
津
波

を
波
源

と
し
て
選
定
し
た
。
 

[
津
波
波
源

] 

茨
城
県
沖
か
ら
房
総
沖
に
想
定
す
る
津
波
波
源

に
つ
い
て
，
以

下
の

保
守

性
を
考

慮
し
，
M
w
8
.7

の
波
源
を
設

定
し

た
。
ま
た
，
破
壊
開
始
点
の
不
確
か
さ
等
の
影
響
を
考

慮
し

た
。
 

・
津
波
波
源
の
南
限
を
房
総
沖

ま
で
拡
張
 

・
超
大
す
べ
り
域
を
設
定
 

・
大
す
べ
り
域
及
び
超
大
す
べ
り
域
の
す
べ

り
量

を
割

り
増

し
 

 

 2
. 

基
準
津
波

 

①
 
基
準

津
波
策
定
位
置

：
敷
地
の
沖
合
約

19
 k

m
の
水
深

10
0 

m
の
位
置

 
②

 
津
波

高
さ

：
T.

P.
+7

.9
 m

（
再
処
理
施
設
は

海
か

ら
取

水
し

な
い
た

め
，

水
位

上
昇

側
の

評
価
の

み
実

施
）
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 6 

 
 

〇設計竜巻の設定に係る詳細

を追加 
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 7 

 
 

〇火山事象の想定に係る詳細

を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火
山

影
響

評
価

 

 ・
再

処
理

施
設

の
火

山
影

響
評

価
は
「

原
子

力
発

電
所

の
火

山
影
響

評
価

ガ
イ

ド
」

に
基

づ
き
評

価
を

実
施

し
た

。
 

・
文

献
調
査

や
降

下
火

砕
物
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施
し

た
結

果
、

再
処

理
施

設
に
影

響
を

及
ぼ

し
得

る
事

象
と
し

て
降

下
火

砕
物

に
よ

る
影
響

が
想

定
さ
れ
た
。  
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変 更 前（平成 30年 6月変更） 変 更 後（平成 30年 11月変更） 備考 

添付資料２ 

 

放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法（概要） 

 

1. 放射性廃棄物の発生量 

再処理施設に貯蔵している放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物について，貯

蔵場所ごとの種類と貯蔵量を表 8 及び表 9 に示す。また，解体の対象となる施設か

ら発生する低レベル放射性廃棄物(固体及び液体)の推定発生量を表 10に示す。 

 

2. 放射性廃棄物の種類と処理・処分の考え方 

放射性廃棄物は，放射性気体廃棄物，放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物に分

類される。放射性廃棄物の発生量を合理的に可能な限り低減するように，適切な除

染方法，機器解体工法及び機器解体手順を策定するとともに，適切な処理を行う。当

面は，これまでの放射性廃棄物の処理と同じ処理を継続することとし，系統除染等

に伴い異なる処理を行う場合には，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。各施設間

の主要な放射性廃棄物の流れを図 2に示す。 

 

2.1 放射性気体廃棄物 

略 

 

2.2 放射性液体廃棄物 

略 

 

2.3 放射性固体廃棄物 

略 

 

3.既存施設における処理と貯蔵 

3.1 高レベル放射性廃棄物 

略 

 

3.2 低レベル放射性廃棄物 

3.2.1固体廃棄物 

略 

 

3.2.2液体廃棄物 

略 

 

 

 

添付資料２ 

 

放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法（概要） 

 

1. 放射性廃棄物の発生量 

再処理施設に貯蔵している放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物について，貯

蔵場所ごとの種類と貯蔵量を表 2-1 及び表 2-2 に示す。また，解体の対象となる施

設から発生する低レベル放射性廃棄物(固体及び液体)の推定発生量を表2-3に示す。 

 

2. 放射性廃棄物の種類と処理・処分の考え方 

放射性廃棄物は，放射性気体廃棄物，放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物に分

類される。放射性廃棄物の発生量を合理的に可能な限り低減するように，適切な除

染方法，機器解体工法及び機器解体手順を策定するとともに，適切な処理を行う。当

面は，これまでの放射性廃棄物の処理と同じ処理を継続することとし，系統除染等

に伴い異なる処理を行う場合には，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。各施設間

の主要な放射性廃棄物の流れを図 2-1に示す。 

 

2.1 放射性気体廃棄物 

変更なし 

 

2.2 放射性液体廃棄物 

変更なし 

 

2.3 放射性固体廃棄物 

変更なし 

 

3.既存施設における処理と貯蔵 

3.1 高レベル放射性廃棄物 

変更なし 

 

3.2 低レベル放射性廃棄物 

3.2.1固体廃棄物 

変更なし 

 

3.2.2液体廃棄物 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇表番号の見直し 

〇表番号の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

〇図番号の見直し 
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4. 新規施設における減容処理及び廃棄体化処理 

略 

 

以 上 

 

 

 

表 8 放射性液体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵量 

表 略 

 

 

表 9 放射性固体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵（保管）量 

表 略 

 

 

表 10 解体の対象となる施設から発生する低レベル放射性廃棄物(固体

及び液体)の推定発生量 

表 略 

 

 
 

図 略 

図 2 各施設間の主要な放射性廃棄物の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 新規施設における減容処理及び廃棄体化処理 

変更なし 

 

以 上 

 

 

 

表 2-1 放射性液体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵量 

表 変更なし 

 

 

表 2-2 放射性固体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵（保管）量 

表 変更なし 

 

 

表 2-3 解体の対象となる施設から発生する低レベル放射性廃棄物(固体

及び液体)の推定発生量 

表 変更なし 

 

 
 

図 変更なし 

図 2-1 各施設間の主要な放射性廃棄物の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

〇表番号の見直し 

 

 

 

 

 

 

〇図番号の見直し 

 

 


